
外
交
の
民
主
化
と
国
際
協
調
主
義
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…
「
国
民
外
交
」
論
を
中
心
に

酉、》
イ
5

井

一

臣

【
要
約
】
　
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
進
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
外
交
の
民
主
化
が
論
じ
ら
れ
た
。
本
稿
は
、
『
外
交
時
報
㎏
に
掲
載
さ
れ
た
信
央
難
平
の

「
国
民
外
交
論
」
を
て
が
か
り
に
、
外
交
の
民
主
化
の
内
実
と
限
界
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
外
交
論
は
、
仁
心
の
総
力
を
結
集
す
る
目
的
で
唱

え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
議
論
の
背
景
に
は
、
「
愚
民
」
に
外
交
問
題
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
す
る
発
想
が
あ
り
、
制
度
的
な
民
主
化
を
外
交
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
扁
の
両
義
性
、
つ
ま
り
国
民
と
民
族
の
境
界
線
が
曖
昧
に
さ
れ
た
た
め
、
国
民
外
交
が
民
族
外
交
へ

変
質
し
た
と
き
、
国
民
本
位
の
外
交
を
掲
げ
る
国
民
外
交
論
で
は
有
効
な
反
論
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
吉
野
作
造
は
、
国
民
が
国
際
民
主
主
義
の
進
展

を
望
ん
で
お
り
、
国
民
の
手
に
外
交
を
委
ね
る
こ
と
を
主
張
す
る
に
い
た
る
が
、
国
民
が
吉
野
の
理
想
か
ら
離
れ
た
と
き
、
そ
の
無
謀
さ
を
諭
す
し
が
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
外
交
の
民
主
化
論
の
限
界
は
、
エ
リ
ー
ト
の
主
導
す
る
大
国
間
協
調
を
軸
と
す
る
国
際
協
調
主
義
外
交
の
限
界
と
重
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
四
巻
【
号
　
二
〇
一
一
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

戦
争
の
最
中
か
ら
、
段
々
力
説
高
調
さ
る
る
や
う
に
な
っ
た
侵
略
主
義
、
軍
国
主
義
、
資
本
主
義
、
階
級
的
特
権
主
義
等
に
対
す
る
反
感
と
、
自
由
平
等
、

博
愛
平
和
若
く
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
等
に
対
す
る
熱
烈
な
る
憧
憬
の
起
つ
た
事
は
、
之
を
民
衆
の
自
覚
し
た
良
心
に
深
く
根
ざ
す
所
の
、
而
し
て
次
の
、
世
界

を
支
配
す
べ
き
不
動
の
原
則
と
し
て
確
立
し
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
頑
迷
な
る
侵
略
的
軍
国
主
義
考
は
、
其
無
知
蒙
昧
か
ら
、
又
は
其



の
階
級
的
偏
見
か
ら
、
此
の
明
白
な
る
世
界
の
趨
勢
を
す
ら
正
視
し
得
ず
し
て
、
或
ひ
は
一
時
的
の
現
象
な
り
と
い
ひ
、
或
ひ
は
内
心
の
野
心
を
飾
る
為
の

美
し
き
而
も
怖
る
べ
き
着
物
に
過
ぎ
な
い
と
い
ひ
、
又
は
之
に
順
応
せ
ん
と
す
る
も
の
を
罵
倒
し
て
、
徒
に
大
勢
に
盲
従
す
る
な
、
大
い
に
自
主
的
に
や
れ
、

な
ど
と
血
迷
う
て
居
る
。
彼
等
は
世
界
の
大
勢
に
順
応
す
る
と
い
ふ
事
は
、
常
に
必
ら
ず
英
米
の
後
塵
を
拝
す
る
こ
と
と
極
め
て
居
る
。
焉
ん
ぞ
知
ら
ん
、

今
日
の
自
覚
せ
る
青
年
は
、
英
米
の
主
唱
す
る
所
な
る
が
故
に
之
に
従
う
に
あ
ら
ず
し
て
、
内
心
の
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
要
求
に
駆
ら
れ
て
、
自
ら
大
勢
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

興
に
貢
献
せ
ん
と
し
て
居
る
。

外交の民主化と国際協調主義（酒井）

　
す
で
に
「
民
本
主
義
」
の
旗
手
と
し
て
論
壇
で
不
動
の
地
位
を
築
い
て
い
た
吉
野
作
造
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
結
果
、
世
界
各
国
の
民
衆

が
良
心
に
目
覚
め
、
道
義
的
な
国
際
関
係
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
そ
れ
こ
そ
が
「
世
界
の
大
勢
」
で
あ
る
と
論
じ
た
。
吉
野
は
、

一
国
内
の
個
人
と
個
人
の
間
の
自
由
平
等
の
関
係
を
実
現
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
国
際
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
「
国
際
民
主
主
義
」
の
実
現
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

帝
国
主
義
を
克
服
す
る
新
時
代
の
希
望
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
内
に
立
憲
主
義
、
外
に
帝
国
主
義
」
と
い
う
一
九
世
紀
的
民
主
主
義
で
は

な
く
、
国
家
間
関
係
に
も
民
主
主
義
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
展
望
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
気
運
の
高
ま
り
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
の
対

外
政
策
や
外
交
思
想
に
も
　
定
の
影
響
を
及
ぶ
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
外
交
問
題
に
お
け
る
民
主
主
義
論
の
波
及
を
、
「
国
民
外
交
」
も
し
く
は
「
外
交
の
民
主
化
（
民
衆
化
）
」
と
い

う
議
論
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
近
代
日
本
政
治
史
研
究
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、
多
く
の
重
要
な
概
究
業
績

　
　
④

が
あ
る
。
ま
た
、
外
交
史
的
に
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
「
幣
原
外
交
」
に
至
る
時
期
は
、
研
究
が

集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
吉
野
作
造
な
ど
個
人
の
思
想
に
絞
っ
た
も
の
は
別
に
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
圏
内
外
の
思
潮
の
変
化
が
日
本
の

外
交
思
想
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
研
究
が
少
な
い
。

　
そ
の
理
由
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
を
扱
っ
た
研
究
で
は
、
外
交
問
題
で
は
な
く
、
国
内
政
治
の
動
向
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
思
想
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が
議
論
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
外
交
史
研
究
で
は
、
外
交
問
題
に
議
論
を
集
中
さ
せ
て
、
国
内
の
民
主
化
論
は
与
件
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
外
交
史
の
場
合
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
以
降
の
相
対
的
安
定
期
で
あ
っ
た
一
九
二
〇
年
代
の
意
義

づ
け
は
、
「
薪
外
交
」
も
く
し
は
国
際
協
調
の
時
代
と
し
て
、
さ
ほ
ど
再
解
釈
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、

政
治
史
・
外
交
史
と
も
に
、
政
治
外
交
文
書
の
分
析
に
は
精
力
が
さ
か
れ
て
き
た
が
、
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
や
「
文
明
」
と
い
っ
た
概
念
と
結
び

つ
け
て
時
代
や
事
件
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
は
関
心
が
薄
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
最
近
の
外
交
史
研
究
で
は
、
構
成
主
義
の
影
響
を
受
け
て
、
思
想
状
況
や
社
会
の
雰
囲
気
を
重
視
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
。
例
え
ば
、
酒
井
哲
哉
は
、
大
正
期
の
国
民
国
家
を
相
対
化
し
て
「
社
会
」
を
発
見
し
た
と
す
る
政
治
思
想
史
研
究
を
も
と
に
、
第
一

次
世
界
大
戦
後
に
古
典
的
外
交
論
の
限
界
が
認
識
さ
れ
、
社
会
の
諸
団
体
の
有
機
的
な
結
合
に
よ
っ
て
国
家
を
再
編
す
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
際
秩
序
に
も
応
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
ア
ジ
ア
地
域
の
有
機
的
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
論
理
を
生
む
要
因
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
議
論
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
外
交
を
「
新
外
交
」
へ
の
順
応
期
と
す
る
見
方
に
再
検
討
を
迫
る
だ
け
で
な
く
、
三
主
主
義
論
が
社
会

主
義
の
台
頭
に
あ
っ
て
影
響
力
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
も
対
応
し
て
お
り
、
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
個
別
の

事
件
に
対
応
さ
せ
て
外
交
論
の
内
容
や
変
化
を
探
る
の
で
は
な
く
、
国
内
外
の
相
対
的
安
定
期
の
な
か
で
、
社
会
的
な
要
請
で
あ
っ
た
民
主
化

を
、
外
交
論
が
ど
の
よ
う
に
吸
収
し
解
釈
し
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
二
〇
年
代
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
の
喧
伝
や
国
際
連
盟
の
成
立
な
ど
「
新
外
交
」
の
時
代
を
迎
え
た
と
い
う
認
識
と
相
ま

っ
て
、
国
際
協
調
主
義
と
日
本
社
会
の
民
主
化
は
互
い
に
補
強
し
合
っ
た
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
実
際
、
当
時
の
政
策
抵
当
エ
リ
ー

ト
層
の
議
論
は
、
お
お
よ
そ
、
「
世
界
的
な
民
主
主
義
の
高
揚
↓
日
本
の
民
主
化
↓
日
本
外
交
の
民
主
化
1
1
「
国
民
外
交
」
↓
国
際
協
調
主
義

↓
一
層
の
世
界
的
な
民
主
主
義
の
高
揚
」
と
、
国
内
の
民
主
化
と
国
際
協
調
主
義
を
連
鎖
さ
せ
て
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
政
治
的
・
社
会
的
民
主
化
は
推
進
す
る
と
し
て
も
外
交
ま
で
民
主
化
す
る
こ
と
は
、
単
純
に
容
認
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
愚
か
な
」
大
衆
の
意
見
が
外
交
政
策
に
反
映
さ
れ
れ
ば
、
か
え
っ
て
外
交
は
混
乱
し
、
時
に
は
強
硬
化
す
る
と
い
う
意
見
も
強
か
っ
た
の
で
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あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
が
外
交
の
民
主
化
論
の
な
か
に
あ
っ
て
ど
う
論
じ
ら
れ
た
の
か
、
『
外
交
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
諸
論
を
紹
介
す
る
こ

と
が
、
本
稿
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
外
交
の
民
主
化
に
つ
い
て
、
当
時
は
「
国
民
外
交
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
民
主
化
の
進
展
が
国
民
形
成
や
国
民
意

識
の
定
着
⊥
口
同
揚
に
関
係
す
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
は
い
た
が
、
肝
心
の
「
国
民
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
民
主
的
な
政
治
を
支
え
る
市

民
を
意
味
す
る
場
合
と
民
族
主
義
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
富
け
δ
⇔
や
φ
鋤
け
δ
降
筈
ω
目
の
語
感
は
、
論
者
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
国
民
と
民
族
の
境
界
線
め
ぐ
る
問
題
を
探
る
こ
と
が
課
題
の
二
つ
目
と
な
る
。

　
最
後
に
、
「
国
民
外
交
」
論
の
日
本
外
交
史
上
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
、
結
果
的
に
、
国
民
外
交
と
国
際
協
調
主
義
が
と
も
に
抱
え
た
限
界

を
指
摘
し
た
い
。

外交の民主化と国際協調主義（酒井）

①
吉
野
作
造
門
国
家
生
活
の
～
新
」
（
一
九
二
〇
年
）
『
吉
野
作
造
博
士
民
主
主
義

　
論
集
㎞
第
四
巻
、
新
紀
元
社
、
一
九
四
八
年
所
収
、
七
二
～
七
三
頁
。
引
用
に
際

　
し
、
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
（
以
下
同
）
。

②
吉
野
作
造
「
帝
国
主
義
よ
り
国
際
民
主
主
義
へ
漏
（
一
九
｝
九
年
）
『
吉
野
作
造

　
選
集
㎏
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
五
～
七
〇
頁
。

③
こ
の
時
期
の
「
国
民
外
交
」
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
本
稿
と
は
位
相
が
異
な

　
る
が
、
櫻
井
良
樹
「
日
申
提
携
論
者
長
島
隆
二
の
政
界
革
新
構
想
偏
、
同
上
糊
辛

　
亥
革
命
と
日
本
政
治
の
変
動
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
所
収
。

第
；
早
　
『
外
交
時
報
隔
に
み
る
「
国
民
外
交
」
論

④
本
稿
に
お
い
て
特
に
参
考
と
し
た
の
は
、
松
尾
護
国
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
㎞

　
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
目
初
出
一
九
七
四
年
）
、
太
田
雅
夫
㎎
増
補
　
大

　
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
㎞
新
泉
社
、
｝
九
九
〇
年
、
三
谷
太
一
郎
開
新
版
　
大
正

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
。

⑤
飯
田
泰
三
『
批
判
精
神
の
航
跡
近
代
日
本
精
神
史
の
一
稜
線
㎞
筑
摩
書
房
、

　
一
九
九
七
年
、
亘
を
参
照
。

⑥
酒
井
哲
哉
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
臨
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年

　
外
交
の
民
主
化
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
『
外
交
時
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
諸
論
か
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。
大
正

期
は
『
中
央
公
論
隔
『
太
陽
輪
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
総
合
雑
誌
が
発
行
部
数
を
伸
ば
し
社
会
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
時
期
だ
が
、
管
見

le9 （109）



の
限
り
、
個
別
事
件
の
論
評
を
除
き
外
交
上
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
、
『
外
交
時
報
』
は
外

交
問
題
に
特
化
し
た
専
門
雑
誌
で
あ
っ
た
た
め
、
様
々
な
論
者
が
外
交
論
を
発
表
し
、
雑
誌
自
体
の
発
展
期
だ
っ
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

門
誌
で
あ
り
な
が
ら
論
壇
の
一
角
を
占
め
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
外
交
時
報
』
で
外
交
の
民
主
化
を
精
力
的
に
論
じ
た
の
が
信
夫
淳
平
で

あ
っ
た
。

　
信
夫
淳
平
は
、
一
八
九
七
年
に
外
交
官
試
験
に
合
格
し
た
が
一
九
一
七
年
に
退
官
、
早
稲
田
大
学
で
教
鞭
を
と
り
な
が
ら
多
数
の
国
際
法

論
・
外
交
論
を
発
表
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
九
一
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
国
民
外
交
と
外
交
教
育
」
は
、
信
夫
の
初
期
の
国
民
外
交
論
で
あ
る
。
冒
頭
「
国
民
外
交
は
漫
に
望
ん
で
直

に
行
ひ
得
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
真
個
の
国
民
外
交
は
国
民
の
外
交
教
育
に
挨
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
始
ま
り
、
教
育
に
資
す
る
外
交
情
報

の
公
開
を
求
め
た
内
容
で
あ
る
。
国
民
外
交
の
明
確
な
定
義
は
示
さ
れ
な
い
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
論
じ
ら
れ
た
。
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列
国
競
争
の
勝
敗
は
第
一
次
に
於
て
国
論
の
強
弱
に
由
り
て
決
せ
ら
る
る
を
知
ら
ば
当
局
有
司
は
宜
し
く
一
面
に
は
常
に
国
民
を
外
交
上
に
教
育
し
、
之
を

指
導
し
て
対
外
思
想
に
基
け
る
強
大
の
国
論
を
後
援
と
し
て
外
交
の
運
用
に
当
る
を
心
懸
く
べ
く
、
而
し
て
他
の
一
面
に
は
、
己
れ
の
外
交
方
針
を
し
て
誤

解
せ
し
め
ず
、
其
の
為
し
つ
つ
あ
る
所
、
為
さ
ん
と
す
る
所
に
安
慮
を
與
へ
、
信
頼
を
促
す
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
す
で
に
こ
の
時
点
か
ら
、
信
夫
の
国
民
外
交
と
は
、
対
外
政
策
決
定
過
程
の
民
主
化
や
国
民
の
政
治
参
加
の
一
環
で
は
な
く
、
総
力
戦
を
経

験
し
た
国
際
社
会
に
あ
っ
て
、
外
交
に
も
世
論
の
力
を
動
員
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
あ
っ
た
。
「
古
典
外
交
論
者
」
で
あ
っ
た
信
夫

　
　
　
③

に
と
っ
て
、
民
主
化
は
戦
争
防
止
に
直
結
せ
ず
、
勢
力
均
衡
を
原
則
と
し
て
し
の
ぎ
を
削
る
国
際
社
会
で
生
き
残
る
に
は
、
国
民
の
力
を
総
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
う
る
外
交
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
を
総
動
員
す
る
た
め
に
は
国
民
間
の
平
等
化
・
平
準
化
は
避
け
ら
れ
ず
、
や
は
り
外
交
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も
民
主
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
国
民
が
外
交
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
た
ず
し
て
、
「
国
論
を
後
援
」
し
て
く
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
夫
は
、
「
国
民
外
交
」
論
の
集
大
成
的
な
論
説
「
国
民
外
交
の
本
質
」
で
そ
の
こ
と
に
答
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
国
民
外
交
と
は
、
「
妄
動
浮
薄
の
群
集
心
理
に
依
り
て
行
は
る
る
」
も
の
で
は
な
く
、
国
民
の
た
め
に
行
う
外
交
と
い
う
よ
う
な
当
た
り
前

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
U
旦
。
ヨ
宵
山
δ
欝
甑
8
9
。
δ
と
勺
Φ
o
営
Φ
．
ω
臼
見
。
目
8
団
の
両
者
を
包
摂
す
る
概
念
で
あ
る
と
信

夫
は
説
く
。
前
者
は
「
国
民
の
時
代
思
潮
を
酌
み
、
国
民
の
対
外
的
自
覚
を
代
表
し
て
政
府
の
行
ふ
所
の
外
交
」
、
後
者
は
「
国
民
が
政
府
の

形
式
外
交
と
離
れ
、
対
手
国
の
国
民
と
の
間
に
互
に
誠
意
を
披
費
し
て
意
見
を
交
換
し
、
意
思
の
疎
通
を
計
り
、
将
た
特
定
の
行
為
に
由
り
て

友
情
を
表
彰
し
、
依
っ
て
以
て
国
交
の
親
善
に
寄
寓
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
国
民
は
外
交
に
対
し
て
受
動
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
が
自
国
の

存
立
や
向
上
に
対
す
る
合
理
的
自
覚
が
な
い
こ
と
が
原
因
な
の
だ
が
、
識
者
階
級
は
そ
れ
を
時
代
思
潮
と
し
て
感
じ
取
り
、
国
民
外
交
の
後
援

者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
「
総
実
力
」
を
引
き
出
す
こ
と
が
U
一
丁
0
9
讐
Φ
葛
9
西
漸
と
し
て
の
国
民
外
交
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
｝
方
で
、
政
府
の
形
式
的
な
外
交
活
動
と
は
別
に
、
「
国
民
的
赤
心
」
か
ら
行
う
外
交
が
あ
る
。
勺
①
o
覧
①
．
ω
懸
豆
。
ヨ
鋤
畠
は
、
市
民
間
の
交

流
を
進
め
て
親
善
促
進
を
は
か
る
こ
と
が
臼
的
と
な
る
。
信
夫
は
、
関
東
大
震
災
で
ア
メ
リ
カ
が
支
援
し
て
く
れ
た
こ
と
で
、
瞬
本
の
対
米
不

信
が
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
、
「
国
民
外
交
と
し
て
大
成
功
」
と
評
価
し
た
。
続
い
て
、
信
夫
は
国
民
外
交
を
阻
む
も
の
と

し
て
官
僚
外
交
を
、
国
民
に
対
す
る
蔑
視
・
責
任
の
回
避
・
外
交
の
自
由
討
究
の
圧
迫
・
外
務
行
政
の
渋
滞
・
濱
武
の
懸
念
と
い
う
点
か
ら
批

判
す
る
。
濱
武
の
懸
念
と
は
、
人
気
取
り
の
た
め
に
外
交
に
安
易
に
武
力
手
段
や
強
硬
論
を
用
い
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
あ
ら
た
め
て
整
理
す
れ
ば
、
国
民
外
交
と
は
、
国
民
の
外
交
に
関
す
る
関
心
と
知
識
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
背
景
に
、
外
交
政
策
に
国
民
的

支
持
を
と
り
つ
け
、
同
時
に
自
覚
を
も
っ
た
国
民
が
国
際
社
会
の
あ
り
か
た
に
深
い
理
解
を
し
め
す
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
は
、
信
夫
が
政
治
の
民
主
化
と
国
民
外
交
を
直
接
的
に
は
関
連
さ
せ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
官
僚
外
交
批
判
は
、
外

交
の
民
主
的
統
制
に
つ
な
が
る
が
、
信
央
の
期
待
は
官
僚
に
近
い
知
識
を
も
っ
た
階
層
に
あ
り
、
選
挙
権
の
拡
大
に
よ
る
大
衆
の
政
治
参
加
に
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つ
い
て
は
、
む
し
ろ
警
戒
的
で
す
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
を
エ
リ
ー
ト
主
義
、
も
し
く
は
時
代
的
制
約
と
片
付
け
る
の
は
簡
単
だ
が
、
信
夫
は
外
交

も
し
く
は
政
治
の
民
主
化
と
国
民
外
交
を
同
一
線
上
に
置
き
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
民
衆
の
短
絡
的
で
感
情
的
な
外
交

論
は
合
理
的
な
外
交
政
策
に
結
び
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
外
交
の
民
主
化
に
留
保
を
つ
け
る
議
論
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　
法
制
周
参
事
官
杉
田
正
三
郎
は
、
国
民
外
交
と
は
、
国
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
国
民
の
た
め
に
行
う
外
交
で
あ
り
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
流
の

外
交
公
開
と
な
れ
ば
、
政
策
は
各
国
の
内
政
状
況
に
左
右
さ
れ
て
公
明
正
大
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
か
え
っ
て
国
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

幸
福
を
損
な
う
の
だ
と
述
べ
た
。
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
教
授
の
原
勝
郎
は
、
公
開
外
交
や
選
挙
に
お
け
る
匿
名
投
票
は
、
政
治
家
や
外
交
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
無
責
任
に
つ
な
が
る
と
し
、
匿
名
投
票
は
自
由
に
選
挙
権
を
行
使
す
る
見
識
に
欠
け
た
人
の
た
め
の
制
度
だ
と
切
り
捨
て
た
。
当
然
、
外
交

も
見
識
を
も
っ
た
人
の
意
見
を
反
映
し
て
行
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
国
際
法
学
の
権
威
で
あ
っ
た
立
作
太
郎
は
、
普
通
選
挙
の
実
現
が
外
交
の
民
衆
化
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
狭
義
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

広
義
の
も
の
に
分
け
て
議
論
を
展
開
し
た
。
立
は
、
狭
義
の
外
交
の
民
衆
化
と
は
「
外
交
の
民
衆
に
依
る
直
接
の
処
理
ま
た
は
監
督
を
意
味
す

る
」
と
し
、
「
国
民
的
利
害
、
勢
力
又
は
名
誉
に
関
す
る
国
民
の
意
見
」
が
戦
争
を
招
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
之
が
実
行
に
反
対
」
と
の
立
場

を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
外
交
政
策
に
直
結
す
る
よ
う
な
外
交
の
民
衆
化
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
外
交
に
民
衆
の
勢
力
が
間
接
的
に
及
ぶ
こ
と
は
至
当
だ
と
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
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広
義
に
於
け
る
外
交
の
民
衆
化
は
、

他
方
に
於
て
民
衆
に
要
求
す
る
に
、

す
る
こ
と
を
以
て
す
る
の
で
あ
る
。

～
方
に
於
て
政
府
に
要
求
す
る
に
、
外
交
事
件
の
大
体
を
民
衆
に
周
知
せ
し
む
る
の
措
概
を
執
る
べ
き
こ
と
を
以
て
し
、

そ
の
実
際
上
の
政
治
的
責
任
を
全
ふ
す
る
為
め
に
、
外
交
に
関
す
る
判
断
を
行
ふ
基
礎
と
な
る
べ
き
国
際
知
識
を
瀕
養

こ
こ
で
紹
介
し
た
国
民
外
交
や
外
交
の
民
主
化
（
民
衆
化
）
に
留
保
を
つ
け
た
論
者
は
、
い
ず
れ
も
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
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わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
国
際
協
調
主
義
に
も
同
調
し
て
い
る
。
彼
ら
が
一
様
に
懸
念
す
る
の
は
、
愚
か
な
大
衆
が
直
接
外
交
政
策
に
関
与
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
信
夫
も
同
様
の
立
場
で
あ
り
、
狭
義
の
外
交
の
民
主
化
を
排
除
し
た
上
で
の
「
国
民
外
交
の
本
質
」
論
だ
っ

た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
国
民
外
交
に
普
通
選
挙
権
の
導
入
な
ど
の
民
主
化
は
必
要
で
は
な
く
、
エ
リ
ー
ト
が
民
衆
を
善
導
し
て

安
定
し
た
外
交
政
策
を
維
持
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
一
九
二
〇
年
代
に
日
本
が
選
択
し
た
国
際
協
調
主
義
は
、
国
際
社
会
の
構
成
員
を
国
民
国
家
が
完
成
し
つ
つ
あ
る
「
文
明
国
」
に
限
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

外
交
官
や
国
際
金
融
家
な
ど
エ
リ
ー
ト
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
利
害
調
整
を
行
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
公
開
外
交
や
大
衆
の
外
交
政
策

へ
の
参
加
は
、
む
し
ろ
国
際
協
調
主
義
の
足
枷
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
信
夫
ら
「
古
典
的
外
交
論
者
」
が
狭
義
の
外
交
の
民
主
化

に
反
対
し
た
の
は
当
然
と
い
え
た
。
し
か
し
　
方
で
、
民
主
主
義
の
進
展
は
、
国
民
国
家
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
民
主
的
な

政
治
を
行
う
こ
と
は
国
際
社
会
の
一
員
た
る
「
文
明
国
」
の
条
件
と
な
っ
て
い
っ
た
。
欧
米
列
強
に
追
い
つ
く
こ
と
を
至
上
課
題
と
し
て
き
た

日
本
に
と
っ
て
、
民
主
化
は
「
世
界
の
大
勢
」
と
し
て
追
随
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
、
少
な
く
と
も
国
際
協
調
主
義
を
支
持
す
る
エ
リ
ー
ト

層
は
認
識
し
て
い
た
。
欧
米
の
知
的
流
行
に
敏
感
な
日
本
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
は
、
民
主
化
を
否
定
で
き
な
い
が
、
さ
り
と
て
外
交
に
民
衆
が

参
加
す
る
こ
と
に
は
留
保
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
。
信
夫
淳
平
の
国
民
外
交
論
が
ど
こ
か
歯
切
れ
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
こ
う
し
た
逡

巡
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
民
衆
は
愚
か
だ
と
決
め
つ
け
る
だ
け
で
は
議
論
の
進
展
は
な
く
、
国
号
の
総
力
を
動
員
す
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
、

外
交
教
育
の
重
要
性
が
縷
々
述
べ
ら
れ
た
の
だ
が
、
本
当
に
民
衆
は
エ
リ
ー
ト
の
期
待
す
る
方
向
に
教
育
さ
れ
る
の
か
、
も
し
狭
阻
な
民
族
主

義
に
向
か
い
だ
せ
ば
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
ん
で
ご
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
民
主
化
が
国
民
形
成
を
促
す
も
の
で
あ
る

以
上
、
国
民
と
い
う
集
団
を
さ
さ
え
る
民
族
意
識
の
高
揚
も
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
場
合
、
国
民
外
交
は
民
族
外
交
に
変
容
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

民
族
意
識
を
鼓
舞
す
る
外
交
を
民
衆
が
望
ん
で
民
族
外
交
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
広
義
の
国
民
外
交
と
い
え
る
の
か
。

　
次
章
で
は
、
国
民
と
民
族
の
境
界
線
で
揺
れ
る
外
交
論
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
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①
剛
外
交
時
報
』
に
関
し
て
は
、
伊
藤
信
哉
「
二
〇
世
紀
前
半
の
日
本
の
外
交
論

　
壇
と
『
外
交
時
報
輪
」
（
1
）
～
（
6
）
、
『
松
山
大
学
論
集
睡
二
〇
1
～
・
三
・

　
五
・
隣
、
二
一
一
一
・
二
（
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
〇
九
年
）
が
詳
し
い
。

②
信
夫
淳
平
「
國
民
外
交
と
外
交
教
育
」
『
外
交
暗
報
螂
第
三
六
〇
号
（
一
九
一

　
九
年
＝
月
）
所
収
。

③
酒
井
哲
哉
「
古
典
外
交
論
者
と
戦
間
期
国
際
秩
序
」
、
酒
井
哲
哉
、
前
掲
書
、

　
第
二
章
。

④
信
夫
淳
平
「
外
交
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
『
外
交
時
報
一
髪
三
七
四
号
（
一
九
工

　
○
年
六
月
）
所
収
、
「
国
際
均
整
と
国
際
道
徳
」
、
同
上
、
第
三
九
三
号
、
～
九
二

　
一
年
三
月
所
収
。

⑤
信
夫
淳
平
「
国
艮
外
交
の
本
質
」
同
上
、
第
五
一
三
号
（
　
九
二
六
年
四
月
）

　
所
収
。

⑥
杉
田
正
三
郎
「
外
交
公
開
論
（
華
盛
頓
会
議
公
開
に
対
す
る
一
考
察
）
」
同
上
、

　
第
四
〇
六
号
（
～
九
二
～
年
一
〇
月
）
所
収
。

⑦
原
勝
郎
「
外
交
の
公
開
と
匿
名
投
票
」
同
上
、
第
四
三
六
号
（
一
九
二
三
年
一

　
月
）
所
収
。
原
に
つ
い
て
は
、
酒
井
一
臣
「
「
文
明
国
標
準
」
の
南
洋
観
　
大
正

　
時
代
に
お
け
る
一
教
授
の
認
識
」
『
立
命
館
大
学
言
語
文
化
研
究
㎞
一
＝
一
四

　
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑧
立
作
太
郎
「
普
通
選
挙
と
外
交
の
民
衆
化
」
同
上
、
第
五
〇
〇
号
（
一
九
二
五

　
年
一
〇
月
）
。
な
お
、
立
に
関
し
て
は
、
川
副
令
氏
（
日
本
大
学
）
よ
り
多
く
の

　
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

⑨
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
酒
井
一
臣
『
近
代
睡
本
外
交
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
秩
序
臨

　
昭
和
堂
、
工
O
O
九
年
、
序
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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第
二
章
　
国
民
外
交
と
国
際
協
調
主
義
の
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
［
節
　
国
民
と
民
族
の
問

　
本
来
、
近
代
国
家
に
よ
る
人
民
の
囲
い
込
み
で
形
成
さ
れ
た
「
国
民
」
と
、
人
種
や
歴
史
を
共
有
す
る
と
さ
れ
て
想
像
さ
れ
た
「
民
族
」
と

は
別
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
英
語
で
は
ど
ち
ら
も
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
（
p
£
。
識
。
⇒
）
と
表
現
さ
れ
る
た
め
、
国
民
外
交
の
「
国
民
」
を
「
ネ
イ

シ
ョ
ン
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
国
民
外
交
が
罠
族
外
交
を
も
意
味
す
る
と
い
う
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
単
な
る
修
辞
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

問
題
を
こ
え
て
、
現
実
の
政
策
論
で
も
、
国
民
と
民
族
の
境
界
線
を
不
明
確
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

　
例
え
ば
、
国
際
連
盟
が
民
主
的
な
「
国
民
本
位
」
の
組
織
だ
と
論
じ
た
蜷
川
新
の
論
文
で
は
、
「
国
民
」
に
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
ふ
り
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
つ
け
る
一
方
で
、
「
民
族
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
」
と
も
表
記
し
、
民
族
は
近
代
国
家
の
枠
組
み
に
お
い
て
国
民
と
同
義
に
な
る
と
主
張
し
た
。
た



し
か
に
、
現
在
で
も
一
般
的
に
は
、
日
本
人
と
表
現
し
た
と
き
、
そ
れ
が
日
本
国
民
で
あ
る
の
か
日
本
民
族
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う

な
違
い
が
あ
る
の
か
意
識
せ
ず
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
蜷
川
の
主
張
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
蜷
川
の
民
主
的
な
国
民

本
位
と
い
う
立
場
を
離
れ
れ
ば
、
国
民
が
民
族
や
国
家
と
混
同
さ
れ
、
国
民
本
位
と
は
自
民
族
中
心
・
王
義
や
国
家
主
義
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ

り
得
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
国
民
と
民
族
の
境
界
線
の
わ
か
り
に
く
さ
に
関
し
て
、
『
外
交
時
報
』
で
は
様
々
な
議
論
が
現
れ
た
。
浅
野
利
三
郎
は
、
典
型
的
愚
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

論
の
立
場
か
ら
国
民
外
交
を
論
じ
た
が
、
そ
こ
で
罠
族
の
起
源
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
即
ち
民
族
な
る
も
の
は
其
の
形
成
の
過
程
に
煮
て
多
く
の
異
な
れ
る
種
族
の
混
成
さ
れ
た
る
も
の
な
る
も
永
き
歳
月
の
経
過
と
共
に
社
会
的
同
化
作
用
行

は
れ
其
の
民
族
が
本
来
同
一
血
族
よ
り
成
立
す
る
も
の
な
り
と
の
信
仰
発
生
す
る
に
至
り
叢
に
所
謂
民
族
意
識
な
る
も
の
発
達
し
、
斯
く
て
近
代
外
交
の
特

徴
た
る
民
族
国
家
間
の
外
交
関
係
を
生
ず
る
な
り
。
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注
目
す
べ
き
は
、
様
々
な
種
族
の
集
ま
り
が
長
年
の
岡
化
の
結
果
、
同
一
の
民
族
だ
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
か
ら
民
族
概
念
は

「
信
仰
」
に
す
ぎ
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
民
族
が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
近
代
国
家
形
成
に
よ

っ
て
完
成
さ
れ
る
の
か
否
か
、
ど
こ
ま
で
が
異
な
る
種
族
の
混
成
期
で
、
ど
こ
か
ら
が
固
定
し
た
民
族
と
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
、
浅
野
に
限
ら
ず
注
意
は
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
論
調
の
な
か
に
あ
っ
て
、
民
族
と
国
民
の
関
係
、
そ
の
二
十
世
紀
に
お
け
る
意
味
に
関
し
、
注
目
す
べ
き
議
論
を
展
開
し
た
の
が
、

　
　
　
　
　
　
⑤

蝋
山
政
道
で
あ
る
。
蝋
山
は
、
「
現
に
存
す
る
所
の
民
衆
的
国
民
感
情
の
基
因
に
は
、
そ
の
国
家
の
教
育
方
針
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
る
経
験

的
知
能
的
作
為
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、
近
代
国
家
に
よ
る
人
工
的
な
国
民
形
成
を
指
摘
し
、
「
国
民
主
義
」
を
次

　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
よ
う
に
定
義
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
領
域
は
「
自
然
概
念
と
し
て
の
罠
麗
な
る
共
同
団
体
を
中
心
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
、
構
成
員
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は
同
一
民
族
で
あ
る
こ
と
、
「
統
治
機
関
に
就
い
て
は
、
民
族
全
員
の
参
加
を
認
め
、
代
議
政
体
に
よ
っ
て
之
を
実
現
す
る
」
こ
と
の
三
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
「
国
民
主
義
」
と
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
民
族
が
神
話
で
あ
る
、
国
民
が
人
工
物
で
あ
る
と
し

て
も
、
国
家
が
自
然
概
念
と
し
て
の
同
一
民
族
で
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
民
族
と
国
民
の
境
界
線
は
簡
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
し

ま
い
、
偏
狭
な
民
族
主
義
が
国
際
対
立
を
生
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
で
蝋
山
は
民
主
主
義
の
進
展
が
、
そ
も
そ
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
無
意
味
化

す
る
と
議
論
を
進
め
た
。

　
一
九
世
紀
は
、
強
制
的
同
化
に
よ
る
立
国
主
義
的
な
国
民
主
義
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
立
国
と
そ
れ
に
伴
う
難
民
統
合
に
は
民
主
化

が
必
要
に
な
る
。
民
主
主
義
は
、
国
家
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
を
平
等
無
差
別
に
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
民
族
で
あ
る
こ
と
で
差
異
化

を
は
か
ら
ず
と
も
、
単
な
る
市
民
と
し
て
政
治
参
加
す
れ
ば
よ
い
。
他
方
で
、
帝
国
主
義
は
、
一
民
族
の
領
域
以
上
に
国
家
を
拡
大
さ
せ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
発
展
は
国
民
主
義
の
自
殺
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
二
十
世
紀
の
情
勢
を
考
え
れ
ば
、
国
民
主
義
は
存
在
理
由

を
失
い
、
国
家
は
職
分
団
体
に
よ
る
多
元
的
組
織
に
な
り
、
国
際
主
義
が
支
配
的
に
な
る
と
い
う
の
が
蝋
山
の
認
識
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
理
で
進
め
ば
、
国
民
外
交
の
振
興
に
よ
り
大
衆
の
総
力
を
結
集
し
て
日
本
の
国
際
社
会
で
の
地
位
向
上
を
め
ざ
す
と
い
う
よ
う
な
信

夫
の
議
論
も
無
意
味
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
蝋
山
は
、
「
し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
は
欧
州
諸
国
の
こ
と
で
あ
る
。
我
が
国
に
直
接
至
大
の
関
係

に
あ
る
極
東
諸
邦
又
は
太
平
洋
沿
岸
諸
邦
の
事
情
は
か
れ
と
異
な
る
。
寧
ろ
極
東
諸
邦
に
と
り
て
は
、
二
十
世
紀
は
国
民
主
義
の
時
代
」
で
あ

　
　
　
　
　
⑦

る
と
切
り
返
す
。
蝋
山
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
協
調
主
義
が
新
原
則
と
な
っ
た
が
、
そ
の
協
調
と
は
、
中
国
に
お
け
る
列
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
利
権
に
つ
い
て
、
互
い
に
譲
歩
し
て
中
国
の
利
権
回
収
を
認
め
合
う
こ
と
だ
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
「
文
明
国
標
準
」
を
も
ち
だ
し
て
中
国
の

国
民
国
家
形
成
に
懸
念
を
示
し
つ
つ
も
、
蝋
山
は
国
民
主
義
の
高
ま
り
を
無
視
し
得
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
明
鑑
は
し
て
い
な
い
が
、

蝋
山
が
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
が
国
民
主
義
を
掲
げ
る
以
上
、
中
国
の
国
民
主
義
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、
申
国
が
自
国
同
様
の
「
文
明
国
」
、
つ
ま
り
近
代
国
民
国
家
に
な
る
こ
と
は
、
既
得
権
益
の
喪
失
に
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つ
な
が
る
問
題
で
あ
っ
た
。
日
本
を
含
め
た
列
強
諸
圏
は
、
中
国
を
半
植
民
地
化
し
て
権
益
を
得
て
い
た
が
、
そ
の
正
当
化
の
根
拠
は
、
中
国

が
近
代
国
家
と
し
て
自
立
で
き
て
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
蝋
山
が
国
際
協
調
に
よ
る
中
国
の
利
権
回
収
承
認
の
端
緒
と

し
て
挙
げ
て
い
る
新
四
国
借
款
団
も
、
そ
の
内
実
は
中
国
の
国
際
共
同
管
理
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
協
調
主
義
は
、
依
然
と
し

て
文
明
国
間
の
利
益
分
配
政
策
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
新
外
交
」
が
謳
わ
れ
た
一
九
二
〇
年
代
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
帝
国

主
義
や
軍
国
主
義
を
採
り
え
ず
、
民
主
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
列
強
の
権
益
維
持
を
正
当
化
す
る
た
め

に
は
、
民
主
化
も
含
め
た
近
代
化
達
成
ま
で
の
保
護
・
管
理
の
対
象
と
な
る
中
国
は
「
非
文
明
国
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

中
国
は
近
代
国
家
た
り
え
な
い
と
す
る
「
非
国
論
」
は
、
内
藤
湖
南
や
矢
野
仁
～
ら
中
国
研
究
者
が
主
張
し
た
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
松
原
一

雄
の
よ
う
な
国
際
協
調
主
義
を
重
視
す
る
国
際
法
学
者
も
同
調
し
て
い
た
。
松
原
は
「
国
に
非
ざ
る
」
と
い
う
よ
う
な
不
正
確
な
表
現
を
避
け

て
「
無
政
府
国
」
と
し
て
い
る
が
、
「
支
那
の
所
謂
国
民
運
動
器
瓜
。
⇒
巴
δ
ヨ
」
の
混
迷
状
況
の
な
か
「
徒
に
有
力
な
る
政
府
の
確
立
を
求
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
無
益
」
だ
と
論
じ
た
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
中
国
の
国
民
主
義
を
認
め
よ
と
い
う
蝋
山
の
主
張
は
、
国
際
協
調
主
義
の
弱
点
を
鋭
く
つ
く
も
の
だ
っ
た
と
い
え

る
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
『
外
交
時
報
』
で
国
民
外
交
論
を
唱
え
た
論
者
は
、
国
際
協
調
主
義
を
支
持
し
、
そ
の
た
め
に
も
外
交
の
民
主
化

が
必
要
で
あ
る
と
唱
え
て
い
た
。
し
か
し
、
信
夫
淳
平
を
は
じ
め
論
者
は
一
様
に
、
教
育
さ
れ
た
従
順
な
大
衆
が
国
際
協
調
主
義
を
重
視
す
る

エ
リ
ー
ト
に
従
う
こ
と
を
求
め
、
政
治
過
程
の
民
主
化
が
外
交
政
策
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
国
民
と
は
、
熱

狂
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
一
線
を
画
し
た
存
在
で
、
蝋
山
が
想
定
す
る
「
市
民
」
と
近
い
も
の
だ
っ
た
。
冷
徹
な
利
益
分
配
を
行
う
現
実

的
な
国
際
協
調
主
義
者
に
と
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
外
交
の
障
害
で
あ
り
、
当
然
、
他
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
理
解
を
示
さ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
政
治
的
民
主
化
か
ら
国
民
の
公
平
・
平
等
を
め
ざ
す
社
会
的
民
主
化
へ
、
さ
ら
に
民
主
化
か
ら
社
会
王
義
へ
。
急
速
に
展
開
し

て
い
た
社
会
思
想
状
況
の
な
か
で
、
国
民
外
交
論
は
政
治
的
民
主
化
に
す
ら
留
保
を
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
限
界
を
抱
え
る
も

の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
国
際
協
調
主
義
の
限
界
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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結
局
の
と
こ
ろ
、
エ
リ
ー
ト
の
考
え
る
国
民
と
大
衆
は
乖
離
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
国
民
が
「
民
族
」
と
し
て
暴
走
す
る
の
を
止
め
る
手

立
て
は
な
い
の
か
。
次
節
で
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
旗
手
で
あ
っ
た
吉
野
作
造
の
議
論
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
い
。
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第
二
節
　
告
野
作
造
の
国
際
民
主
主
義
論
再
考

　
吉
野
作
造
は
、
本
稿
が
扱
う
一
九
二
〇
年
代
、
最
も
著
名
な
政
治
学
者
の
～
人
で
あ
り
、
国
際
問
題
に
関
し
て
も
多
く
の
論
評
を
発
表
し
て

　
⑪

い
た
。
民
本
主
義
の
提
唱
者
と
し
て
、
吉
野
は
、
国
内
と
同
時
に
国
際
社
会
に
で
も
民
主
主
義
が
促
進
さ
れ
る
の
が
「
世
界
の
大
勢
」
で
あ
る

と
し
た
が
、
そ
れ
は
外
交
の
民
主
化
の
一
つ
の
極
点
と
も
い
う
べ
き
徹
底
し
た
国
民
本
位
の
対
外
政
策
推
進
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
吉

野
に
は
、
本
稿
が
主
と
し
て
扱
う
『
外
交
時
報
』
へ
の
論
説
は
な
い
が
、
国
民
外
交
論
の
意
義
と
限
界
を
探
る
た
め
の
指
標
と
し
て
、
そ
の
国

際
民
主
主
義
論
を
検
討
し
た
い
。

　
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
野
の
民
本
主
義
論
は
、
主
権
者
が
天
皇
で
あ
る
と
い
う
日
本
政
治
の
実
情
を
狙
上
に
あ
げ
ず
、
政
治

の
運
用
面
に
お
け
る
民
主
化
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
問
題
に
関
し
て
は
、
天
皇
主
権
の
問
題
に
直
接
触
れ
ず
に
す
む
こ
と

も
あ
り
、
「
民
主
主
義
」
の
語
を
使
用
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
各
国
民
の
平
和
志
向
の
拡
大
と
影
響
に
大
き
な
期
待
を
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
の
で
あ
る
。
『
外
交
時
報
』
の
諸
論
者
と
異
な
り
、
吉
野
は
国
民
主
体
の
外
交
運
用
は
空
想
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。

民
本
主
義
的
外
交
と
は
外
交
の
事
を
専
門
外
交
家
の
秘
密
の
取
扱
か
ら
国
民
の
手
に
、
之
を
奮
還
す
る
事
を
意
味
し
、
民
主
的
講
話
と
は
、
講
和
会
議
に
は

専
門
外
交
家
の
外
所
謂
平
民
階
級
の
代
表
者
を
も
、
参
列
せ
し
め
る
と
い
ふ
要
求
を
意
味
し
、
又
国
際
上
の
民
主
主
義
と
は
、
各
国
に
於
け
る
オ
ー
ト
ク
ラ

シ
ー
を
打
破
し
、
民
主
主
義
の
上
に
政
治
組
織
を
改
め
し
め
、
之
を
基
礎
と
し
て
、
国
際
社
会
を
建
設
せ
ん
事
を
要
求
す
る
者
と
考
え
て
居
る
。
オ
ー
ト
ク

ラ
シ
ー
を
打
破
し
て
、
広
く
政
権
を
一
般
蓄
電
の
手
に
帰
せ
し
む
る
新
た
な
る
世
界
を
作
ら
ん
と
す
る
事
が
、
戦
争
目
的
の
一
つ
で
あ
る
考
ふ
る
も
の
で
あ

る
。
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オ
ー
ト
ク
ラ
シ
ー
打
破
を
官
僚
外
交
批
判
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
点
、
吉
野
と
信
夫
の
国
民
外
交
論
に
大
き
な
懸
隔
は
な
い
。
し
か
し
、
吉
野

の
議
論
は
さ
ら
に
進
み
、
平
民
階
級
の
外
交
参
加
を
求
め
、
他
国
の
干
渉
を
受
け
ず
「
国
民
的
生
存
の
権
利
」
を
追
求
す
る
よ
う
な
こ
と
は

「
民
族
自
主
」
（
民
族
自
決
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
独
裁
を
防
ぐ
た
め
に
国
民
が
直
接
・
間
接
に
政
治
を
監
督
で
き
る
制
度
こ
そ
が
重
要
な
の
だ

　
　
⑬

と
い
う
。
前
章
で
紹
介
し
た
、
民
主
主
義
は
国
民
本
位
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
民
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
エ
リ
ー
ト
が
外
交
を
担
う
べ

き
だ
と
す
る
意
見
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
見
解
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
国
民
の
監
督
を
う
け
る
政
府
を
も
つ
国
々
が
国
際
社
会
を
形
づ
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

方
向
に
世
界
は
歩
ん
で
い
る
と
吉
野
が
確
信
を
込
め
て
語
っ
た
演
説
録
が
、
有
名
な
論
説
「
帝
国
主
義
よ
り
国
際
民
主
主
義
へ
」
で
あ
る
。

　
皇
帝
を
戴
く
国
に
よ
る
外
交
政
策
を
帝
国
主
義
と
い
う
の
で
は
な
い
、
共
和
主
義
を
広
め
よ
う
と
す
る
の
を
国
際
民
主
主
義
と
い
う
の
で
は

な
い
と
、
基
本
的
な
語
句
上
の
解
釈
か
ら
吉
野
は
説
き
は
じ
め
る
。
国
際
民
主
主
義
と
は
、
国
家
間
の
関
係
を
自
由
平
等
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

平
和
の
た
め
の
国
際
道
徳
や
国
際
法
も
戦
争
と
な
れ
ば
破
ら
れ
る
と
あ
っ
て
、
結
局
十
九
世
紀
は
弱
肉
強
食
で
あ
り
、
帝
国
主
義
が
支
配
す
る

国
際
秩
序
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
た
以
上
、
こ
う
し
た
煩
悶
か
ら
抜
け
だ
そ
う
と
の
気
運
が
た
か
ま
り
、
「
所
謂

国
際
民
主
主
義
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
、
ど
う
し
て
も
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
こ
う
し
た
気
運
を
生
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
と
ロ
シ
ア
革
命
と
ド
イ
ツ
自
身
の
反
省
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
平
和
原
則
は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
の
な
か
、
「
戦
争

を
終
結
す
べ
き
所
の
講
和
条
件
を
予
じ
め
実
現
し
た
…
…
空
前
の
事
実
」
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
「
西
園
寺
さ
ん
が
行
か
な
く
て
も
、

（
女
中
の
）
お
花
さ
ん
が
行
っ
て
も
」
講
和
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
「
民
心
」
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
に
呼
応
し
て
反
省

を
し
た
こ
と
で
戦
争
は
終
結
し
た
。
十
九
世
紀
の
煩
悶
と
ド
イ
ツ
の
自
省
と
が
合
わ
さ
っ
た
今
、
世
界
は
国
際
民
主
主
義
に
な
る
し
か
な
い
。

以
上
が
吉
野
の
論
説
の
主
旨
で
あ
る
。

　
吉
野
は
、
ア
メ
リ
カ
、
な
か
ん
ず
く
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
存
在
に
多
大
の
期
待
を
寄
せ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
が
正
義
の
制
裁
力
と
な
る
こ
と
で
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

際
連
盟
も
実
現
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
力
が
国
際
正
義
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
正
義
の
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
帝
国
の
是
認
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
脇
に
置
く
と
し
て
、
西
園
寺
で
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な
く
と
も
講
和
が
実
現
で
き
る
と
い
う
「
お
花
さ
ん
」
が
国
際
民
主
主
義
に
向
か
っ
て
行
動
し
な
い
場
合
は
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
吉
野
の
苦
悩
が
は
じ
ま
る
。

　
吉
野
は
こ
の
点
を
看
過
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
民
の
監
督
下
に
あ
る
民
主
的
外
交
の
実
現
に
は
「
民
智
の
程
度
（
の
）
高
ま
り
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

必
要
で
、
そ
の
「
開
拓
」
が
肝
要
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
凡
そ
自
己
に
対
し
て
反
対
の
運
動
が
起
つ
た
時
、
之
を
根
本
的
に
解
決
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
の
第
一
歩
は
自
己
の
反
省
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
良
心
の
発
揮
を
求
め
て
も
い
た
。
吉
野
は
、
国
民
を
ど
う
導
け
ば
よ
い
の
か
に
つ
い

て
具
体
的
方
策
を
示
さ
ず
、
「
世
界
の
大
勢
」
が
世
界
の
民
衆
に
罠
主
的
志
向
を
誘
発
す
る
と
楽
観
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
民

智
」
が
高
い
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
国
民
が
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
連
盟
非
加
盟
を
支
持
す
る
が
、
こ
れ
は
国
際
連
盟
の
実
態
が
国
際
民
主
主
義
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

想
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
国
際
民
主
主
義
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
。
こ
こ
ま
で
く
る

と
吉
野
の
強
弁
と
も
い
え
る
が
、
吉
野
は
民
衆
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
外
交
が
あ
る
べ
き
姿
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
信

じ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
も
国
民
は
吉
野
の
望
み
通
り
に
は
行
動
せ
ず
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
に
反
対
す
る
運
動
に
対
し
、
「
示
威
運

動
其
物
は
馬
鹿
気
て
居
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
や
る
な
ら
ば
理
を
極
め
義
に
杖
っ
て
正
々
堂
々
と
や
る
が
可
い
。
軽
挙
妄
動
は
寧
ろ
事
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

功
に
遮
げ
に
な
る
」
と
諭
す
し
が
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
吉
野
の
議
論
は
「
愚
か
な
」
民
衆
を
教
育
す
る
が
、
一
方
で
そ
の
政
治
参
加
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
国
民
外
交
論
と
同
じ

地
平
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
吉
野
は
民
本
主
義
の
旗
を
降
ろ
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
軽
挙
妄
動
」
は
す
る

な
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
民
衆
は
思
い
通
り
に
行
動
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
自
国
の
利
益
と
国
際
道
徳
を
勘
案
し
、
合
理
的
で
平
和
的
な
対

外
政
策
を
支
持
す
る
国
民
に
よ
る
外
交
は
、
信
夫
の
い
う
℃
Φ
o
覧
Φ
、
ω
象
覧
。
冨
。
畠
を
実
現
す
る
だ
ろ
う
し
、
蝋
山
の
主
張
す
る
民
族
と
い
う
架

空
の
観
念
に
縛
ら
れ
な
い
「
市
民
」
の
支
え
る
国
際
主
義
を
も
実
現
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
吉
野
の
い
う
国
際
民
主
主
義
も
現
実
と
な

り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
民
外
交
論
者
は
も
ち
ろ
ん
、
吉
野
作
造
で
す
ら
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
国
民
を
前
に
し
て
、
上
か
ら

の
目
線
で
外
交
教
育
が
必
要
だ
と
繰
り
返
す
の
み
で
あ
っ
た
。
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①
　
国
民
と
民
族
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
以
下
を
参
考
に
し
た
。
篠
田
英
朗

　
凹
国
際
社
会
の
秩
序
』
東
京
大
学
繊
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
第
三
章
、
塩
川
伸
明

　
噸
民
族
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
㎞
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
年
、
オ
リ
バ
ー
・
ジ
マ
ー
（
福

　
井
憲
彦
訳
）
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
㎞
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
福
田
歓
　
（
加

　
藤
節
編
）
噸
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
国
民
国
家
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
九
年

②
蜷
川
新
「
国
際
連
盟
と
国
民
本
位
」
『
外
交
時
報
』
第
三
六
五
号
（
～
九
二
〇

　
年
一
月
）

③
浅
野
利
三
郎
「
国
民
外
交
の
意
義
を
論
ず
」
同
上
、
第
四
建
蔽
万
（
一
九
二
三

　
年
一
〇
月
）
。

④
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
大
杉
栄
「
民
族
国
家
主
義
の
虚
偽
」
（
一
九
一
八
年
）
、

　
太
田
雅
夫
編
『
資
料
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
争
史
㎞
下
巻
、
薪
泉
社
、
～
九
七
　

　
年
所
収
の
大
山
郁
夫
に
対
す
る
批
判
を
参
照
。

⑥
蝋
山
に
関
し
て
は
、
酒
井
哲
哉
、
前
掲
書
、
第
三
章
。

⑥
蝋
山
政
道
「
国
際
政
治
秩
序
と
国
民
主
義
」
同
上
、
第
四
五
八
号
（
一
九
二
四

　
年
一
月
）
。

⑦
同
「
極
東
諸
邦
の
国
民
主
義
的
趨
勢
と
日
本
」
同
上
、
第
四
七
五
号
（
一
九
二

　
四
年
九
月
）
。

⑧
文
明
国
標
準
と
は
、
主
と
し
て
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
、
欧
米
諸
国
が

　
新
興
国
家
を
国
際
社
会
の
構
成
員
た
り
う
る
か
を
認
定
す
る
際
に
持
ち
出
し
た
原

　
則
で
、
統
一
政
府
に
よ
る
「
文
明
的
な
」
法
治
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
視
さ

　
れ
た
。
詳
し
く
は
、
酒
井
一
臣
、
前
掲
轡
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
酒
井
一
臣
、
前
掲
書
、
第
七
章
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

お
　
わ
　
り
　
に

⑩
松
原
一
雄
「
無
政
府
国
の
国
際
的
地
位
」
『
外
交
時
報
㎞
第
五
一
六
号
（
一
九

　
二
ぬ
古
年
詣
ハ
［
月
）
。

⑪
吉
野
作
造
に
関
し
、
本
稿
で
は
以
下
の
研
究
を
参
考
に
し
た
。
松
本
三
之
介

　
『
吉
野
作
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
佐
藤
太
久
磨
「
「
國
際
民
主

　
主
義
」
か
ら
「
東
洋
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
へ
1
吉
野
作
造
の
国
際
政
治
思
想
」

　
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
〇
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
。
伝
記
と
し
て
は
、
田
澤
晴
子

　
蟹
口
野
作
造
幅
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
警
房
、
二
〇
〇
六
年
。

⑫
　
吉
野
作
造
「
民
主
的
国
際
主
義
は
空
想
的
世
界
観
な
り
や
　
姉
崎
博
士
に
対
す

　
る
福
田
博
士
の
批
評
に
つ
い
て
」
（
一
九
一
八
年
）
、
『
吉
野
作
造
博
士
民
主
主
義

　
論
集
㎞
第
四
巻
所
収
、
新
紀
元
社
、
一
九
四
八
年
、
一
八
五
頁
。

⑬
同
上
、
一
入
四
、
一
入
六
～
一
八
九
頁
。

⑭
前
掲
、
吉
野
「
帝
国
主
義
よ
り
国
際
民
主
主
義
へ
」
（
一
九
一
九
年
）
。
要
約
引

　
用
中
括
弧
は
筆
者
補
足
（
以
下
同
じ
）
。

⑮
吉
野
作
造
「
国
際
連
盟
は
可
能
な
り
」
（
一
九
一
九
年
）
、
同
上
所
収
。

⑯
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
酒
井
　
臣
、
前
掲
書
、
六
四
～
六
六
頁
で
論
じ
た
。

⑰
　
吉
野
作
造
門
秘
密
外
交
よ
り
開
放
外
交
へ
」
（
｝
九
一
八
年
）
、
『
吉
野
作
造
選

　
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
所
収
。

⑱
吉
野
作
造
「
対
外
的
良
心
の
発
揮
」
（
一
九
一
九
年
）
、
『
吉
野
作
造
博
士
民
主

　
主
義
論
集
睡
第
三
巻
、
新
紀
元
社
、
一
九
四
八
年
所
収
。

⑲
吉
野
作
造
「
国
際
問
題
に
対
す
る
米
国
の
態
度
の
矛
盾
」
（
一
九
二
〇
年
）
、

　
『
吉
野
作
造
選
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
所
収
。

⑳
吉
野
作
造
「
外
交
に
於
け
る
国
民
的
示
威
行
動
の
価
値
」
、
同
上
所
収
。

本
稿
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
呼
応
し
て
唱
え
ら
れ
た
外
交
の
民
主
化
論
・
国
民
外
交
論
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
は
、
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国
民
の
意
見
を
外
交
政
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
帝
国
主
義
に
終
止
符
を
打
ち
、
国
際
主
義
を
基
調
と
し
た
平
和
な
世
界
を
実
現
す
べ
き
だ

と
す
る
格
調
高
い
議
論
で
あ
っ
た
。
ど
の
論
者
も
、
国
民
の
意
向
を
無
視
す
べ
き
で
な
い
と
訴
え
、
国
際
問
題
に
深
い
理
解
を
示
す
「
賢
い
」

国
民
の
登
場
を
望
む
一
方
で
、
教
化
さ
れ
る
「
愚
民
」
と
し
て
し
か
国
民
を
と
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
重
視
す
る
国
民
の
意
向
が

「
反
国
際
主
義
」
も
し
く
は
「
反
国
際
協
調
主
義
」
を
望
ん
だ
と
き
、
と
ま
ど
い
つ
つ
も
「
世
界
の
大
勢
」
を
理
解
し
な
い
「
愚
民
」
へ
の
失

望
を
表
明
す
る
だ
け
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
国
民
外
交
を
主
唱
し
た
信
夫
仁
平
は
、
「
協
調
破
滅
の
責
任
は
、
無
論
他
国
側
に
も
あ
っ
た
が
、
・

そ
の
～
半
は
関
税
会
議
以
来
、
漫
然
自
主
的
外
交
の
声
に
三
嘆
随
喜
せ
る
我
が
国
民
に
も
あ
っ
た
と
覚
ら
ず
ん
ば
正
鵠
を
失
す
る
」
と
、
国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

協
調
主
義
か
ら
　
転
し
て
自
主
外
国
論
に
転
じ
た
国
民
へ
の
失
意
を
表
明
し
て
大
正
期
の
外
交
を
総
括
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
後
半
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
が
急
速
に
不
安
定
化
し
、
日
本
外
交
は
、
と
り
わ
け
対
中
政
策
に
お
い
て
強
硬
化
し
て
い
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
日
本
に
好
都
合
な
か
た
ち
で
の
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
再
編
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
く
。
～
九
三
｝
年
に
勃

発
し
た
満
州
事
変
は
、
そ
の
転
換
点
と
な
る
事
件
だ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
満
州
事
変
以
降
の
日
本
の
中
国
侵
略
を
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
国
民
は
支
持
し
、
そ
れ
は
民
主
化
の
進
展
と
重
な
り
、
軍
部
の
行
動
に
　
定
の
正
当
性
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
野
作
造
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

無
産
政
党
ま
で
も
が
満
州
事
変
を
支
持
す
る
こ
と
に
困
惑
を
し
め
し
た
。
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従
来
、
彼
ら
（
無
産
党
）
は
最
も
右
な
る
も
の
よ
り
最
も
左
な
る
も
の
に
至
る
ま
で
均
し
く
皆
い
わ
ゆ
る
帝
国
主
義
的
戦
争
絶
対
反
対
を
重
要
綱
領
の
～
に

掲
げ
て
来
た
。
…
…
し
か
る
に
事
実
は
ど
う
だ
。
最
も
猛
烈
な
る
反
対
運
動
を
予
期
去
る
べ
き
左
翼
は
ほ
と
ん
ど
沈
黙
を
守
っ
て
居
る
で
は
な
い
か
。
…
－

満
州
問
題
で
民
族
的
必
要
は
遂
に
階
級
闘
争
論
を
押
し
退
け
て
し
ま
っ
た
。
…
…
か
く
て
世
界
達
理
論
に
代
っ
て
国
民
的
社
ム
写
王
難
論
が
起
っ
た
。
…
…
国

内
の
事
情
今
の
ま
ま
で
は
せ
っ
か
く
満
洲
の
権
益
を
確
保
し
得
て
も
正
当
に
こ
れ
を
運
用
し
得
な
い
、
故
に
国
内
の
社
会
主
義
的
改
造
が
先
決
の
急
務
だ
、

階
級
戦
の
片
付
く
ま
で
は
広
大
な
る
満
蒙
の
資
源
を
一
般
無
塵
階
級
の
た
め
に
開
発
す
る
の
見
込
み
は
な
い
と
。
だ
か
ら
地
内
の
開
放
戦
に
一
屡
の
力
を
入

れ
よ
と
い
う
は
い
い
け
れ
ど
も
、
当
面
の
満
洲
問
題
に
つ
い
て
ど
う
ず
れ
ば
い
い
の
か
は
一
向
に
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。



外交の民主化と国際協調主義（酒井）

　
国
際
的
な
連
帯
よ
り
も
、
満
州
を
侵
略
し
て
で
も
国
民
の
利
益
を
は
か
る
方
が
重
要
だ
と
す
る
議
論
を
吉
野
は
危
険
視
し
た
。
国
民
の
た
め

と
い
う
こ
と
が
民
族
の
た
め
と
置
き
換
え
ら
れ
、
国
民
本
位
な
の
で
あ
る
か
ら
多
く
の
民
衆
の
た
め
に
な
る
の
だ
と
し
て
、
国
民
と
民
族
の
境

界
線
は
曖
昧
な
ま
ま
中
国
侵
略
へ
の
支
持
が
国
民
の
意
向
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
国
民
外
交
論
も
国
際
民
主
主
義
論
も
、
「
世
界
の
大
勢
」
は
国
際
協
調
主
義
ど
外
交
の
民
主
化
に
あ
る
と
信
じ
、
国
民
も
そ
の
方
向
に
教
化

さ
れ
る
も
の
と
楽
観
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
エ
リ
ー
ト
が
抵
う
外
交
に
よ
っ
て
大
国
間
協
調
を
は
か
る
と
い
う
発
想
は
、
民
主
化
に
よ

り
重
要
性
の
増
し
た
国
民
の
意
向
と
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
欧
米
列
強
を
目
標
に
「
世
界
の
大
勢
」
を
理
解
で
き
る
エ
リ
ー

ト
が
「
文
明
」
の
担
い
手
と
し
て
「
愚
民
」
を
教
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
文
明
国
標
準
」
の
国
際
協
調
主
義
外
交
路
線
の
限
界
を
示
す
も
の

で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
集
は
、
「
民
族
」
を
テ
ー
マ
に
編
ま
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
日
本
外
交
に
と
っ
て
民
族
外
交
と
い
っ
た
発
想
は
無
縁
の
も
の
と
思
わ

れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
民
主
的
な
外
交
を
意
味
し
た
国
民
外
交
は
、
「
民
族
的
必
要
」
に
せ
ま
ら
れ
て
容
易
に
民

族
外
交
に
変
貌
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
民
主
主
義
の
進
展
に
伴
う
世
論
の
外
交
へ
の
影
響
に
知
識
人
た
ち
は
有
効
な
反
応
を
示
せ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
と
き
に
ふ
れ
て
、
強
硬
な
対
中
外
交
を
世
論
が
期
待
し
、
マ
ス
コ
ミ
で
「
有
識
者
」
が
そ
れ
を
煽
る
こ
と
も
あ
る

点
を
考
え
れ
ば
、
国
民
外
交
の
課
題
は
、
決
し
て
過
ぎ
去
っ
た
問
題
と
は
い
え
ま
い
。
本
稿
で
扱
っ
た
時
期
か
ら
い
さ
さ
か
さ
か
の
ぼ
る
が
、

～
九
一
四
年
に
「
国
民
外
交
同
盟
会
」
な
る
組
織
が
作
ら
れ
、
そ
の
会
が
主
催
す
る
演
説
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
評
議
員
と
し
て
、
普
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

運
動
で
活
躍
し
た
大
竹
貫
一
や
長
島
隆
二
ら
と
と
も
に
、
頭
豊
満
や
寺
尾
亨
な
ど
右
翼
・
ア
ジ
ア
主
義
の
大
物
も
名
を
連
ね
て
い
る
。
国
民
外

交
が
、
民
族
主
義
的
も
し
く
は
日
本
を
盟
主
と
し
た
地
域
支
配
を
も
く
ろ
む
ア
ジ
ア
主
義
的
外
交
と
共
存
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
予
兆
は
、
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
国
民
と
民
族
の
境
界
線
の
融
解
を
許
し
た
と
き
、
日
本
は
破
滅
へ
の
～
歩
を
踏
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
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①
信
夫
淳
平
『
大
正
外
交
十
五
年
史
』
国
際
連
盟
協
会
、
一
九
二
七
年
。

②
戦
間
期
日
本
外
交
が
地
域
主
義
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

　
研
究
を
参
照
し
た
。
藤
岡
健
太
郎
「
戦
前
期
日
本
の
「
国
際
主
義
」
と
「
地
域
主

　
義
」
凹
日
本
歴
史
㎞
六
四
七
号
（
二
〇
〇
二
年
四
月
）
、
酒
井
哲
哉
、
前
掲
書
、
松

　
浦
正
孝
『
「
大
東
亜
戦
争
」
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
　
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
政
治
経
済

　
学
』
名
古
麗
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
。

③
例
え
ば
、
井
上
寿
一
『
昭
和
史
の
逆
説
』
新
潮
新
誉
、
二
〇
〇
八
年
。

④
吉
野
作
造
「
民
族
と
階
級
と
戦
争
」
『
吉
野
作
造
選
集
幅
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
五
年
所
収
。

⑤
国
民
外
交
同
盟
会
『
対
支
問
題
意
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The　lnfluence　of　Democracy　on　the　Japanese　Diplomatic　Theeries

　　　　　　　　　in　the　i920s：　The　Case　of　‘National　Diplomacy’

by

SAKAI　Kazuomi

　　The　sociai　movement　demandiRg　the　democratiZation　of　Japan　intensified

during　the　decade　of　the　1920s．　Under　the　influence　of　this　movement，　an

argument　arose　over　whether　foreign　policy　shouid　proceed　on　a　democratic

basis．　This　article　aims　to　conslder　the　logic　of・the　arguments　for　the

democratization　of　foreigR　policy　and　the　limits　of　that　logic　based　on　Skinobu

Junpei’s　／kohumin　gaiko－ron　（tkeory　of　national　diplomacy）　as　it　appeared　in

Gaihoew　j’iho一．　Shinobu　argued　that　the　goai　of　national　diplomacy　was　the　support

for　foreign　policy　by　the　consolidated　geReral　power　of　the　people．　ffowever，

Shinobu　opposed　the　dierect　reflection　of　the　will　of　an　ignorant　public　oR　the

determination　of　foreign　policy．　His　interest　in　the　democratization　of　the

political　system　was　consequently　weak．　Moreover，　intellectuals　who　prized

democracy　were　unabie　to　mouRt　effective　couRterargurnents　wheR　the

populace　demaRded　an　ethnocentric　foreign　policy．　The　reason　for　this　was　the

ambiguity　of　the　distinction　between　the　Ration－state　（hokumin）　and　the　ethnic

group　（minzokes），　and　in　creating　a　democratic　nation　state　（kokumin　leokha），　the

unity　of　the　people　（kokamin　to－go一）　based　on　the　ethRic　group　（mineoku）　was

coRsidered　・’necessary．　Yoshino　Sakuz6，　a　leading　advocate　of　“Taish6

democracy，”　promo£ed　the　movemeRt　for　democraey　in　international　relations

（kokusai　minsltu　shug2），　advanciRg　tke　theory　of　national　dipiomacy　even

further．　He　argued　that　the　masses　desired　the　development　of　iRternationa｝

democracy　and　that　diplomacy　should　tkus　be　left　to　the　peopie．　Kowever，

Yoshino　also　lamented　tke　naivety　of　the　masses　when　they　supported　a　foreign

policy　that　differed　from　his　own　ideais，　but　he　was　unable　to　go　beyond　such

regrets　and　propose　a　concrete　policy　in　response．　lnternational　democracy　was

understood　as　advanciRg　hand－iRhand　wlth　the　democratization　of　diplomacy．

As　a　consequence，　when　the　national　dipiomacy　that　had　been　advocated　by　the

elites　approacked　it　own　limits，　iRternationalism，　i．　e．　the　principle　of

international　coopera£ion　（kokusai　leyo－choM”　shugt）　was　also　made　to　confroRt　its

owk　limitations．
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